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ヒッツFMで「声の広報たかやま」を放送しています。1日と15日の午前6時～7時・午後10時～11時

軽自動車、オートバイ等をお持ちの方へ
お
し
ら
せ   登録内容変更の手続き先

◆125cc以下の原付・小型特殊自動車（農耕作業用含む）等
　 ➡税務課または各支所地域振興課
◆125ccを超えるオートバイ
　 ➡飛驒自動車検査登録事務所（☎050︲5540︲2054）
◆軽自動車（四輪等） 
　 ➡軽自動車検査協会岐阜事務所（☎050︲3816︲1775）
軽自動車税の減免について
　身体障害者手帳などをお持ちの方で、基準に該当する方には軽自動車税の減免
制度があります。希望される方はお問い合わせください。
　なお、現在減免を受けている方には継続にかかる申請書類をお送りしますので、２
月15日㈬までにご返送ください。
■納税は口座振替が便利です

　仕事の都合などにより、市県民税、固
定資産税・都市計画税、軽自動車税の平
日納付が困難な方を対象に「休日納付窓
口」を開設します。
　当日は納付に関する相談も受け付けま
すので、この機会をぜひご利用ください。
日時　２月19日㈰　午前９時～午後４時
場所　税務課（本庁２階・花岡町２）
※市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。

市税の休日納付窓口
問合先 税務課　☎35⊖3504

各種相談窓口をご利用ください【2月】
地域 行政相談 心配ごと・結婚相談 人権相談 ハローワーク巡回相談

高　山 毎週水・金曜日／午後1時～4時／総合福祉センター
結婚相談は下記（※1） 

14日㈫／午後1時～3時／
山王福祉センター

平日／午前8時30分～午後5時15分／
市役所

丹生川 15日㈬／午後6時～9時／丹生川支所 2日㈭／午後1時～3時／
丹生川支所

清　見 10日㈮／午前9時～正午／きよみ館（清見支所） 3日㈮／午後1時～3時／
きよみ館（清見支所）

荘　川 8日㈬／午後1時～4時／荘川福祉センター 24日㈮／午後1時～3時／
荘川総合センター（荘川支所）

一之宮 2日㈭／午後6時～9時／飛驒位山文化交流館 9日㈭／午後1時～3時／
一之宮支所

久々野 15日㈬／午後6時30分～9時
30分／久々野支所

10日㈮／午後1時～3時／
久々野支所

朝　日 15日㈬／午後6時～9時／燦燦朝日館（朝日支所） 16日㈭／午後1時～3時／
燦燦朝日館（朝日支所）

高　根 13日㈪／午前9時～正午／高根福祉センター 17日㈮／午後1時～3時／
高根支所【予約制】（※2）

国　府 1日㈬／午後1時～4時／
こくふ交流センター（国府支所）

15日㈬／午後6時30分～9時30分／
こくふ交流センター（国府支所）

1日㈬／午後1時～4時／
こくふ交流センター（国府支所）

6日㈪・20日㈪／時間は下記（※2）／
こくふ交流センター（国府支所）

上　宝
奥飛驒温泉郷

8日㈬／午後1時～4時／
上宝支所

23日㈭／午後1時～3時／
上宝支所

※1 高山地域の結婚相談は、7日㈫・21日㈫は午後0時30分～3時30分、14日㈫・28日㈫は午後5時30分～8時30分
※2 ハローワーク巡回相談・・・高根会場は予約制です。相談日の前々日までに高根支所地域振興課へ 　　（☎59－2211）
　　　　　　　　　　　  　国府会場の相談日は月2回（午前10時30分～正午、午後1時～3時30分）

2月1日㊌ 中尾かまくらまつり（～14日・中尾高原）

3日㊎ 奥飛驒温泉郷雪像コンテスト（～12日・奥飛驒温泉郷一帯）

4日㊏ 第21回東海雪合戦大会ｉｎチャオ御岳スノーリゾート（～5日）

5日㊐ アルコピアスノーカーニバル（ひだ舟山スノーリゾートアルコピア）

12日㊐ NORIKURAウィンターカーニバル（ほおのき平スキー場）

15日㊌ 平湯大滝結氷まつり（～25日・平湯大滝）

16日㊍ 所得税の確定申告と市・県民税の申告相談（～3月
15日・市民文化会館、市役所ほか）

19日㊐ 第2回そばの里荘川　道の駅・雪まつり大会（道の駅桜の郷荘川一帯）

28日㊋ 市議会定例会（～3月24日予定）

２月のこよみ

TEL

《今後の予定》飛驒高山雛まつり（3月1日～4月3日）
第5回 12蔵・飛驒の蔵元勢ぞろい!!（3月5日）
市内中学校卒業式（3月7日）
市内小学校卒業式（3月23日）

問合先
広報ID

税務課　☎35⊖3136
1000423

　軽自動車（オートバイ・農耕用などを含む）の税金は、毎年４月１日現在の所有者に
課税されます。手放した場合（廃棄処分や下取り、他人に譲ったなど）には、早めに
手続きをしましょう。


